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今年度
こんねんど

も養護
よ う ご

助教諭
じょきょうゆ

として、内浦
うちうら

小中学校
しょうちゅうがっこう

でお世話
せ わ

になります。木
き

﨑
ざき

 風花
ふ う か

です。

子
こ

どもたちが毎日
まいにち

元気
げ ん き

いっぱいに学校
がっこう

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、心
こころ

と体
からだ

の健康
けんこう

づくりのお手伝
て つ だ

いをできたらと思
おも

います。今年
こ と し

もよろしくお願
ねが

いします。 

 

 



新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、麻しん（はしか）、溶連菌感染症、 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、水痘（みずぼうそう）、流行性角結膜炎（はやり目）、

風しん、百日咳、マイコプラズマ肺炎 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 おうちの方へ  

～学校感染症と出席停止について～ 

以下の感染症にかかった場合、「出席停止」の措置をとっております。 

もし感染症にかかった場合には、すぐに学校までお知らせください。 

医師の証明書や診断書は必要ありませんので、主治医からの登校の許可が出るまで、家庭で

療養してください。16 時 40 分までに連絡があった場合はその日から出席停止とさ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 

～日本スポーツ振興センター災害共済給付について～ 

お子様が学校管理下（自宅から登校し、学校から帰宅するまでの間）において、けがをした際

に適用される保険です。保険を使っての治療費総額が１５００円（調剤薬局の分も含む。同じけ

がに対して複数の月や、複数の医療機関の合計でもよい。）を超える場合は、日本スポーツ振興

センターの災害給付対象となり、４割（実費３割＋見舞金１割）が支給されますので、学校まで

お知らせください。 

 なお、高浜町の子ども医療費助成制度と二重の給付を受けることはできません。学校でのけが

等による受診の場合は、窓口で一旦支払いされた上で、学校で請求手続きされることをおすすめ

します。その時に、所定の用紙を使っての医療機関の証明を受ける必要があります。所定の用紙

は学校からお渡しします。 


